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転出予定日の 14 日前から受付しています 

《届出に必要なもの》 

●窓口に来られる方の本人確認書類（いずれかのもの） 

運転免許証、個人番号カード（マイナンバーカード）、パスポート、 

住民基本台帳カード、健康保険証＋年金手帳など 

●同一世帯以外の方（代理人）が届出する場合は原則委任状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「必要なもの」の凡例】 個人番号を確認できるもの ･･･個人番号カード(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ)、個人番号記載の住民票 

本人確認書類 ･･･運転免許証、個人番号カードなどの顔写真付き公的身分証明書１点、 

        または健康保険証と年金手帳など２点  
 対 象 手続内容 必要なもの 

手続き場所 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 

市民サービス 

センター 

国

保 

□国民健康保険に加入して  

いる方 
●脱退 

□保険証 

□個人番号を確認で
きるもの 

□本人確認書類 

国保年金課 
(本館１階) 
８番窓口 
☎43-2111 

内線 5525,5527 

〇 〇 

後
期
高
齢
者
医
療 

□後期高齢者医療制度に加入

している方 

（県外へ転出される方のみ） 

●負担区分等証明書等の

交付 

□後期高齢者医療被
保険者証 

 

国保年金課 
(本館１階) 
11番窓口 
☎43-2111 

 内線 5528, 

5529,5530 

× × 

 

転出届後に必要なお手続き チェックシート 

下記にあてはまる方はお手続きをお願いいたします。（月～金 8:15～17:00 祝日、年末年始を除く） 

 

八戸市から 

他の市区町村へ 

引越しされる方へ 

転出届の 

ご案内 

 

開 所 時 間：月～金 8:15～17:00（祝日、年末年始を除く） 

※転出届及び他のお手続きに 30 分以上かかる場合がありますので、できるだけ余裕を持ってお越し 

ください。 

 

《市庁 本館 1階 市民課》〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目 1 番１号 ☎0178-43-9192（直通） 

《南郷事務所》☎0178-82-2111 

《市民サービスセンター》（市外局番：0178） 

 ・是川 ☎96-1224  ・館  ☎27-3261  ・八戸駅 ☎27-2313  ・市川 ☎52-2211 

 ・下長 ☎28-1901  ・豊崎 ☎23-2001  ・大館  ☎25-5311  ・白銀 ☎34-0985 

 ・南浜 ☎38-2004  ・島守 ☎83-2111 

〇 手続き可 

× 手続き不可 

手続きできる場所 
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 対 象 手続内容 必要なもの 

手続き場所 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 

市民サービス 

センター 

介

護 

□介護保険被保険者証の交付

を受けている方 

●介護保険被保険者証の

返還 □介護保険被保険者    
証 

介護保険課 

(本館１階) 

1２番窓口 

☎43-9285 

〇 〇 

□要介護認定を受けている方 
●介護保険受給資格証明

書の交付 
〇 〇 

高

齢 

□緊急通報装置を借りていた 

方 

●緊急通報装置返還の 

届出 
なし 

高齢福祉課 

(別館１階) 

☎43-9104 

× × 

□福祉電話を借りていた方 ●福祉電話返還の届出 
□貸与を受けていた
電話機 

× × 

□介護用品(紙おむつ)の支給

を受けていた方 

●介護用品支給資格喪失 

の届出 
なし × × 

□高齢者バス特別乗車証をお

持ちの方 

●高齢者バス特別乗車証

の返却（ハチカ） 

□高齢者バス特別乗

車証（ハチカ） 
× × 

子

ど

も 

□小・中学校の児童生徒 ●転校 

□転出届出時に渡さ
れる住民異動届出
書の写し（市民課で
手続した場合のみ必

要） 

□本人確認書類（区域
外就学の場合のみ必要） 

学校教育課 

(本館５階) 

☎43-9457 

- - 

※区域外就学

の場合は学校

教育課で手続

き必要 

□児童手当を受給している方 ●児童手当消滅 □本人確認書類 

子育て支援課 

(別館２階) 

☎43-9428 

☎43-9581 

〇 
〇 

島守除く 

□子ども医療費を受給して 

いる方 

●子ども医療費受給資格

消滅 

□受給資格証 

□本人確認書類 
× × 

□児童扶養手当を受給して 

いる方 
●住所変更 

□児童扶養手当証書 

(交付を受けている方) 

□本人確認書類 

× × 

□ひとり親家庭の方 
●ひとり親家庭等医療費

受給資格消滅 

□受給資格証 

□本人確認書類 
× × 

□保育所（園）・認定こども園・

幼稚園に入所している児童

または入所申込をしている

児童 

●給付認定取消 

 （退所手続） 

●入所申込取下 

□個人番号を確認で
きるもの 
□本人確認書類 
状況により異なりま
すので、 事前にお問
い合わせください。 

こども未来課 

(別館２階) 

☎43-9094 

☎43-2167 

× × 

  〇 手続き可 

× 手続き不可 
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 対 象 手続内容 必要なもの 

手続き場所 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 

市民サービス 

センター 

障

が

い 

□特別児童扶養手当、 

特別障害者手当、 

障害児福祉手当、 

福祉手当を受給している方 

●住所変更 
□証書（特別児童扶養

手当受給者のみ） 

障がい福祉課 

(別館２階) 

☎43-9106 

☎43-9343 

× × 

□障がい福祉サービス・障がい

児通所支援を受けている方 
●受給者証の返還          

□障害福祉サービス
受給者証 

□通所受給者証 
× × 

□障がい者バス特別乗車証を

お持ちの方 

●障がい者バス特別乗車

証の返却（ハチカ） 

□障がい者バス特別

乗車証（ハチカ） 
× × 

□障がい者タクシー等利用券・

自家用車燃料券をお持ちの方 

●タクシー等利用券・自家

用車燃料券の返却 

□障がい者タクシー

等利用券・自家用車

燃料券 

× × 

税 

□原動機付自転車・小型特殊 

自動車をお持ちの方 
●標識の返却 

□標識交付証明書 

□ナンバープレート 

住民税課 

(別館３階) 

☎43-2179 

〇 〇 

※その他の車種に関する手続先 

・普通自動車・二輪の小型自動車・軽二輪 ⇒ 八戸自動車検査登録事務所  ☎ 050-5540-2009 

・軽自動車（軽三・軽四輪）            ⇒ 軽自動車検査協会八戸支所  ☎ 050-3816-1832 

- - 

市

営

住

宅 

□市営住宅に入居している方 

●異動届 

□本人確認書類 

□転出証明書または 

住民票 

建築住宅課 
(別館９階) 
市営住宅 

指定管理者直通
☎73－5045 

× × 

●市営住宅返還 

状況により異なりま 

すので、事前にお問い 

合わせください。 

 〇 手続き可 
× 手続き不可 

＜掲載情報は 2024.3.14現在＞ 


